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青　野　健　作

1．はじめに
　2015年９月、ニューヨークの国連本部で行われた国連サミットにおいて、
「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals、以下「SDGs」）」
が採択された。SDGsは、国連に加盟する 193ヵ国が 2016年から 2030年ま
でに達成を目指す国際目標として、各界から注目を集めている。SDGsでは
「誰も置き去りにしない（No one will be left behind）」という共通の理念に
基づいて、17の目標とそれを達成するための 169のターゲットを設定して
いる。更に、SDGs採択から２年後の 2017年７月６日、国連総会は 232の
指標を追加している。
　
　日本において、SDGsに関する研究は、ガバナンス、環境、地方自治、企
業経営、ESG投資など非常に様々な分野で行われている。しかしながら、
国連が採択した国際目標であるにもかかわらず、SDGsは「ソフトロー」で
あることに言及する程度で、国際法学の観点から詳細な研究は行われていな
いように見受けられる。これに関して、国際法（国際条約等）は国際的な問
題に対して「ルール設定（Rule-Making）」の観点から策定されることが一般
的であるが、以下の通り、SDGsはこれまで国際法で検討されてきたルール
設定とは異なった観点で策定されていることに留意すべきである。
　
　まず、SDGsは、ガバナンスの方法として非常に画期的である。具体的に
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は、従来、環境などの国際的な問題に対して、国際法学で議論されてきた国
際レジームと言われる仕組みが中心的役割を担ってきた。そこでは、各国は
自国の法的枠組みに基づいて国際交渉を行い、その結果として国際ルールの
構築を行ってきた。この点に関して、SDGsは非常に異なったアプローチを
採用している。例えば、SDGsは到達点の目標を掲げるが、手段については
扱っておらず、いわゆる「目標策定（Goal-Setting）」の観点から設定されて
いる1。また、SDGsは、国際的な外交交渉の結果として策定されたにもか
かわらず、関連する条約間の法律的な調整を行わずに、「地球の本来あるべ
き姿」から出発するトップダウン・アプローチを採用している。更に、権利
義務関係を明記した国際条約などの成文国際法とは異なって、SDGs は法的
拘束力を有していない一方で、目標・ターゲット・指標の三層構造を示すこ
とで到達度を測り、競争原理を導入している。そして、「持続可能な開発」
という課題に対して、経済・環境・社会の諸問題を包括的に扱っており、具
体的な取り組みについては、各プレーヤー（政府・国際機関・企業・各種団
体・個人等）に委ねられている。このように、SDGsは非常に特徴的な性質
を有しており、このような新しい戦略でグローバル・ガバナンスに臨むのは
歴史上初めてと言われている2。
　
　したがって、伝統的な国際法学上の「ルール設定（Rule-Making）」の観
点からすると、「目標策定（Goal-Setting）」の観点から策定された SDGsは
「異質な存在」であり、従来、国際法で行われてきた研究上の位置づけとは
異なった視点が必要になると考えられる。SDGsの全体像を理解する上でも、
この「目標（Goal）」と「ルール（Rule）」の関係を理解するためには、国際
関係論、国際政治学、国際法学などの学際的アプローチを理解する必要があ
ろう3。
　
　例えば、「国際法の断片化（Fragmentation）」は、国際法学の大きな論点
の一つとして活発に議論が行われてきた4。そこでは、制度間の抵触をどの
ように解釈及び運用によって解決することができるかといったアプローチ
が議論されている5。国際社会の歴史や全体像を俯瞰すると、この背景には、
経済の発展、環境の破壊、人権の問題などが、それぞれ相互に因果関係を有
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していながらも、一種の断片化された分野として発展し、そのような国際的
な問題を、一部の専門家や政府機関が独自の自己完結的なアプローチで解決
を図ろうとしてきた。すなわち、経済、環境、人権などの地球規模で共有す
べき問題を解決しようとするゴールとしては、同じ方向を向いていながらも、
問題解決のためのルール策定に関しては、いわゆる横の連携を十分に意識せ
ずにルール作りをした結果、そのルールが断片化（もしくは個別化）してき
たのである。すなわち、国際法の断片化が生じた背景として、地球として向
き合わなければならない国際的な課題を、様々なプレーヤーが原因で引き起
こし、それに対して別々のフォーラムで独自に解決しようとした結果として、
国際法が断片化してしまったと言うことができる。それに対して、国際法学
の観点から、統合の理論が進化してきた。
　
　これに対して、SDGsをガバナンスの観点から分析する手法は、いわゆる
「目標（Goal）」を達成するためにどのような方法が考えられるのかという
観点で議論が行われており、例えば、「ネクサス」6や「オーケストレーショ
ン」7といった議論は、まさに断片化された経済・環境・社会の課題をどの
ようにしてガバナンスの観点から統合・克服するかといった視座が含まれて
いる。こうして、「目標策定（Goal-Setting）」の観点から策定された SDGs
を「ルール設定（Rule-Making）」の観点から展開されてきた国際法学の視点
で分析することができるのかという疑問が生じる。この点を分析するために
は、「目標（Goal）」と「ルール（Rule）」の関係を整理する必要がある。す
なわち、国際的な社会課題を克服しようとする目的は共有されているもの
の、その課題へのアプローチに関して、「目標（Goal）」を達成する具体的な
方法論の観点から分析するのか、ルール構築の観点から分析するのかといっ
たアプローチの違いを踏まえた上で、双方の分析がどのように連関している
のかを検討することは、地球規模で取り組むべき課題の全体像を把握する上
でも有意義であると思われる。したがって、全体像を把握する上でも、目
標とルールの双方向から検討することが重要であろう。すなわち、「目標
（Goal）」は目的達成のためには必須である。しかしながら、その達成のた
めにはプレーヤー等を規律する「ルール（Rule）」が必要になる。そういう
意味で、国際法学は SDGsの実施を支える重要な役割（目標達成に対する
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「補完的役割」）を果たすということができるだろう8。他方で、ルールの視
点からすると、目標（Goal）は到達点であり、何のためのルールが必要なの
かという問題の本質を明らかにしてくれる重要な船頭の役割を果たす。こう
して、「目標（Goal）」と「ルール（Rule）」は相互に補完関係を有している
ものの、SDGsに関しては、学際的なアプローチ及び国際法学からの検討は
十分になされていなかったように見受けられる。
　
　以上のような問題意識に基づき、本稿では、SDGsと国際法の関係を明ら
かにすることで、SDGsの理論的な分析を行うと共に、SDGsの果たすべき
役割について検討をする。具体的には、SDGsがソフトロー及び持続可能な
開発の議論の中でどのような位置づけになるのかを検討し、SDGsと他の国
際法（国際条約等）との関連性について考察する。最後に、本研究を通じて、
SDGsの理論的な分析を行い、ポスト 2030にどのような示唆が与えられる
かを検討する。

2．SDGsとソフトロー
（1）問題の所在
　ソフトローという概念は、わが国においても、国際法学者の間で様々な
角度から研究が行われており9、一般的には法的拘束力のない国際文書がソ
フトローに含まれるとは理解されている。他方で、元来からその多義性が
指摘されており、その多義性が議論の混乱を招いてきた。そこで、本稿で
は SDGsの理論的検討を行うために、ソフトローの定義論には立ち入らず、
SDGsがソフトローに該当するかという対象論について言及すると共に、ソ
フトローが果たす積極的側面及び問題点が SDGsにも該当するのかについて
考察する。なお、既存のソフトロー研究における SDGsの位置づけについて
検討するが、上述の通り、SDGsはそもそも「目標策定（Goal-Setting）」と
いう観点から作成されていることから、伝統的な国際法学において議論され
てきたソフトロー論がそのまま SDGsに該当するか否かについては慎重に検
討を行う必要がある。
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（2）ミレニアム開発目標（MDGs）　
　SDGsについて考察する前に、その前身でもある「ミレニアム開発目標
（MDGs）」を検討する。MDGsは、2009年にニューヨークで開催された国
連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言を基に策定され
た10。MDGsは、発展途上国の開発援助を主な対象としており、貧困削減や
ジェンダー平等、環境保全などを含む８つの目標から構成され、採択に至る
プロセスでは、一部の専門家によって策定されている。他方で、SDGsは国
連加盟国 193ヵ国による国際交渉によって策定され、先進国を含めた全ての
国に適用される目標となっており、対象範囲も経済・環境・社会といった多
様で広範な 17のゴールと 169のターゲットに大幅に増加しており、2030年
に世界がどのような状態になっていなければならないのかという成果目標を
設定している点においても、MDGsとは性質を大きく異にする。しかしなが
ら、SDGsを検討する上で、MDGsはその前身としても大きな示唆と教訓を
与えており、MDGsの国際法上の位置づけについて検討することは、SDGs
研究の上でも有意義である。
　
　MDGsを国際法的な観点から検討したわが国の業績は少ない11。他方で、
MDGsの法的性質について、例えば、国際司法裁判所規定第 38条との整
合性を精査すると、「国際条約ではない、文明国が認めた一般原則でもない、
法的確信や国家実行について可能性はあるものの、国際慣習法と言えるまで
に至っていない」などを理由に、MDGsは国際法であると言うことは難しく、
一種の実行計画に過ぎないとする論考もある12。この点について、MDGsの
各ゴールと国際条約（主に人権に関する基準）との関連性を検討した Hey
論文が参照される（下記表）13。それによると、MDGsに掲げられた各ゴール
は、国際法（国際条約等）に密接に関連しており、MDGsそのものは法的拘
束力を持たない国際文書であるが、各ゴールは法的拘束力を有する国際条約
に基づいて設定されている。このことからも、法的拘束力のない国際文書と
いう形式（Soft）だが、法的拘束力のある国際条約に依拠していることから、
国際社会（途上国）に対して一定の規範的な効果を与えており、いわゆるソ
フトローという位置づけが可能である。
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MDGs 主に関連する人権の基準
MDGs1：極度の貧困
と飢餓の撲滅

・世界人権宣言第 25条 (1)
・社会権規約第 11条

MDGs2：普遍的初等
教育の達成

・世界人権宣言第 25条 (1)
・社会権規約第 13条・14条
・児童の権利条約 28条 (1)(a)
・女子差別撤廃条約第 10条
・人種差別撤廃条約第 5条 (e)(v)

MDGs3：ジェンダー
の平等の推進と女性
の地位向上

・世界人権宣言第 2条
・女子差別撤廃条約
・社会権規約第 3条
・児童の権利条約第 2条

MDGs4：幼児死亡率
の削減

・世界人権宣言第 25条
・児童の権利条約第 6、24条 (2)(a)
・社会人権規約第 12条 (2)(a)

MDGs5：妊産婦の健
康の改善

・世界人権宣言第 25条
・女子差別撤廃条約第 10(h)、11(f)、12、14条 (b)
・社会権規約第 12条
・児童の権利条約第 24条 (2)(d)
・人種差別撤廃条約第 5条 (e)(iii)

MDGs6：HIV／エイ
ズ、マラリアその他
疾病の蔓延防止

・世界人権宣言第 25条 (1)
・社会人権規約第 12条
・児童の権利条約第 24条
・女子差別撤廃条約第 12条
・人種差別撤廃条約第 5条 (e)(iv)

MDGs7：環境の持続
可能性の確保

・世界人権宣言第 25条 (1)
・社会人権規約第 11(1)、12条
・女子差別撤廃条約第 14条 (2)(h)
・児童の権利条約第 24条
・人種差別撤廃条約第 5条 (e)(iii)

MDGs 8：開発のため
のグローバル・パー
トナーシップの推進

・国連憲章第 1条 (3)
・世界人権宣言第 22条、28条
・社会人権規約第 2(1)、11(1)、15(4)、22、23条
・児童の権利条約第 4条、24条 (4)、28条 (3)
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　確かに、MDGsは SDGsと比較して性質上相違点は多くあるが、その背
景・経緯を踏まえると連続性がある。また、MDGsの経験・反省を踏まえ
て SDGsが誕生したともいうことができる。したがって、MDGsで行われた
国際法上の分析が SDGsにおいてもそのまま該当するかはさておき、SDGs
の法的性質及び持続可能な開発に関する国際法上の位置づけを検討する上
で、一定の有益な示唆を与えることができると考えられる。MDGsのソフ
トローとしての性質、開発の国際法の進化と評価される内容を、SDGsでは
どのような評価をすることができるかという問題意識に基づいて、以下では、
SDGsとソフトロー及び持続可能な開発に関する議論との整合性について検
討を行う。

（3）ソフトローの有用性・問題点　
　ソフトローは、一面において、一般的・抽象的規範の設定により既存の
法源に生起してきた様々な間隙や真空地帯を埋める役割を期待されてきた 14。
条約や国際慣習法は、実定国際法として承認されるのに厳格な要件が課され
ている。その一方で、国際的な課題は多様化・複雑化し、実定国際法の成立
が難しい場合に、別の選択肢を模索せざるを得なかったのも事実である。そ
うして生まれたものの中に、成文の国際文書（法的拘束力を持たない条約）、
条約として地位を持たない国際文書、不文規範などが含まれる。したがって、
国際的な課題が増えるにつれて、規範群は広範・多様な分野に広がりを持つ
に至ったのである。このようなソフトローの中には、具体的には、国際会議
の宣言、国連総会の決議、国際機構が採択する行動綱領やガイドラインのよ
うなものが多く誕生したのは周知のとおりである。また、国際条約の中にも
法的拘束力を有さない枠組条約も増えてきている。
　
　このように、多義的で議論の混乱を生むという批判がありながらも、実際
にその数が増えているのには一定の理由があることが分かる。例えば、法的
拘束力がない文書であっても、未開の国際的問題に対して、関係国間におけ
る議論・交渉に対して、一定の指針を与え、論点整理に役立つこともある。
また、国際的に議論が醸成していることを示す働きがあり、国際的なコンセ
ンサスを速やかに示すことができる。その結果、将来的に、ハードローへの
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進化が促進されることも考えられる。更に、ソフトローを策定した国際機関
は、自らが策定したという事実も踏まえて、法的拘束力に類似した一定の効
果を有し、国際機関や NGOの参加を認めることが容易になり、交渉過程が
柔軟になる。こうして、ソフトローが増える理由として、現実的な必要性が
挙げられるのである15。
　
　それに対して、ソフトローの問題点も指摘されている。すなわち、ソフト
ローの定義がそもそも不明確であり、更に一定の法的効果の具体的な内容が
不明確であり、結果的に、「法」と「非法」との区別の基準を曖昧にし、国
際法として厳密な意味での法的拘束力を持つものまでその規範性を薄める
（グレーゾーンが無制限に広がってしまう）危険性があり、ひいては国際法
の規範体系総体を弱体化させてしまう点が指摘されている 16。

（4）SDGs はソフトローか？　
「持続可能な開発」という概念は、1980年代に国際法上のゴールとして議
論が活発化していた。SDGsは、この持続可能な開発という概念を、一つの
国際文書にまとめていることから、「持続可能な開発」という概念に何らか
の法的地位を強めたことになるとも考えられる。但し、SDGsは政策目標で
あって、法的規律ではない。「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」
（以下、「2030アジェンダ」）のパラグラフ 18において「（総論）本日、我々
が発表する 17の持続可能な開発目標と 169の関連づけられたターゲットは、
統合され不可分のものである。このような広範でユニバーサルな政策目標に
ついて、世界の指導者が共通の行動と努力を表明したことは未だかつてな
かった」とある通り、前代未聞の取り組みであることを自ら認めている。
　
　この点に関して、2030アジェンダのパラグラフ 10「主要原則」によると、
「新アジェンダは、国際法の尊重を含め、国連憲章の目的と原則によって導
かれる。世界人権宣言、国際人権諸条約、ミレニアム宣言及び 2005年サミッ
ト成果文書にも基礎を置く。また、「発展の権利に関する宣言」などその他
の合意も参照される」とあるように、国連憲章を始めとする国際法に基礎を
置いていることが分かる。その他にも、新アジェンダにおいて、以下の通り、
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国際法との関連性について言及していることが分かる。
　
　「我々は国際法に対するコミットメントを確認するとともに、新たな開発
目標は、国際法の下での権利と義務に整合する形で実施することを確認す
る」（パラグラフ 18）
　「我々は、世界人権宣言及びその他の人権に関する国際文書並びに国際法
の重要性を確認する」（パラグラフ 19）
　「我々は複合的な人道危機の影響を受けた地域に住む人々及びテロの影響
を受けた人々が直面する困難や苦難を取り除き、脆弱な人々の特別なニーズ
に対する支援を強化すべく、国際法に照らしながら、更なる有効な措置及び
行動をとる。」（パラグラフ 23）
　「各国は、特に開発途上国において経済及び社会の発展を阻害し、国際法
と国連憲章に合致しないような一方的経済・財政・貿易措置の公布及び適用
を行うことを慎むよう強く求められている。」（パラグラフ 30）
　「我々は、経済的・社会的発展及び環境の面でも悪影響を及ぼし続けてい
る植民地下及び外国占領下にある人民の自決の権利の完全な実現への障害を
除去するために、国際法に合致する更なる効果的な手段と行動を求める。」
（パラグラフ 35）
　
　その他にも、「児童の権利条約」及び主要な多国間環境関連協定等（パラ
グラフ 67）など具体的な条約と各ゴール、ターゲットが関連している。また、
「世界貿易機関（WTO）の下、普遍的でルールに基づいた、開かれて、透
明性があり予測可能性がある公平・無差別で包摂的な多角的貿易体制の促進
及び意義のある貿易の自由化に向けた努力を続ける。我々は、すべての世界
貿易機関（WTO）加盟国に対し、ドーハ・ラウンド交渉を迅速に終結する
ための努力を以前にも増して取り組むことを求める。」（パラグラフ 68）と
ある通り、自由貿易という方向性について共通の理解が示されている。
　
　このように 2030アジェンダは、非常に多くの国際条約を基礎に置いて
いることが分かる。そして、2030アジェンダの中核となる役割を果たす
のが、SDGsである。具体的に、SDGsの各ゴール及びターゲットの中に
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も、国際条約との関連性に言及された箇所がある。例えば、「たばこの規制
に関する世界保健機関枠組条約」（SDGs3a）、「海洋法に関する国際連合条約
（UNCLOS）」（SDGs14.c）、「国連気候変動枠組条約（UNFCCC）」（SDGs13）
などである。また、ターゲット 15.7は「絶滅のおそれのある野生動植物の
種の国際取引に関する条約（ワシントン条約；CITES）」と同内容の文言が
使われており、必ずしも条約名が明記されていないが、国際条約との関連性
を読み取ることができるものである 17。
　
　2030アジェンダ及びその中核となる SDGsは、非常に多くの国際条約を
基礎に有している。他方で、全ての国際条約が含まれているわけではなく、
例えば、オゾン層に関するモントリオール議定書は SDGsには含まれていな
い18。その意味においても、SDGsは、地球・人類が現時点で直面している
経済・環境・社会の問題の中で優先的な課題分野における、複数の政府間協
定の「部分集合」であると言うことができる19。それと同時に、SDGsは自
由貿易協定との関係で別の広がりも見せている20。例えば、日 EU経済連携
協定 21の第 16章において、「貿易及び持続可能な開発」章が設けられた。同
協定第 16・１条１項「文脈及び目的」によると、「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」を考慮しつつ、現在及び将来の世代の福祉のため、持続
可能な開発に貢献する方法で国際貿易の発展を促進することの重要性が確認
されている。同章では、国際労働基準、多国間環境条約、持続可能な開発を
助ける投資、生物多様性、持続可能な森林経営並びに木材及び木材製品の貿
易、漁業資源の貿易など、経済・環境・社会の各側面での協力推進が規定さ
れている。特筆すべきは、市民社会との共同対話の開催について規定してい
る点である22。国際協定（経済連携協定）の文脈において、2030アジェンダ
への言及がなされており、そのフォーラムの中では市民社会という民間セク
ターの関与も定められており、複数の政府間取極の部分集合である SDGsが、
別の政府間協定にも影響を与えている。
　
　このように、SDGs自体は、ルールの形式を有していないが、内在的に国
際協定に根付いている（ルールと密接に関連している）。他方で、外在的に
は、国際法に支えられた国際目標（ゴール）という形式を採っており、他
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の国際協定（例えば、日 EU経済連携協定）にも影響を与えていることが
分かる。SDGsの目標・ターゲットは、特定なものから一般的なものまで幅
広く、コミットメントは任意である。さらに 2030年までのタイムテーブル
が設定されているが、法的拘束力がなく、対象も国家のみならず国家以外
の民間セクター（企業等）も含まれる。ターゲットは特定されているもの
の、行動準則には触れられておらず、アカウンタビリティや司法判断適合性
（Justiciability）も低く、執行力（Enforceability）もない 23。他方で、2030

アジェンダ及び SDGsは、国際法に基礎を置く（grounded）ものであり、
「国際法の下での権利と義務に整合する形で」実施されることが明記されて
いる。したがって、法定拘束力がない国際文書ということだけを理由にソフ
トローとみなすのではなく、SDGsの内容そのものが国際法に基づいて設定
された上で、指標で到達度を測り、競争原理を導入することにより、（法的
ではない）一定の規範的な効果を生じさせているという点が、SDGsがソフ
トローであるという根拠の一つになり得る24。
　
　それと関連して、ソフトローの問題点として、「ソフトローが増えること
で国際法の弱体化に繋がる」という懸念点が挙げられていた。SDGs自体は、
伝統的な国際法（国際協定）に基礎が置かれた文書であり、その上で、各プ
レーヤーに競争原理を導入することで新たな効果を生じさせている。そして、
2030アジェンダにおいても、複数の分野間の取り組みを統合的に発展させ
ており、「インターリンケージ（interlinkage）」という概念を用いることに
よって、むしろ多数の法領域を一つの国際文書に統合する試みを採っている。
したがって、SDGsの登場それ自体は、「ソフトローが増えることで国際法
の弱体化に繋がる」という懸念点がそのまま該当するとは限らない。

3．「持続可能な開発」とSDGs
（1）問題の所在
　現在、地球規模では多くの課題が山積する。国連の報告（「SDGs報告
2019」）によると、例えば、世界人口の 55％は社会保障にアクセスできてい
ない、2017年時点で栄養不良に陥っていた人々は 8億 2,100万人いるなど飢
餓の中で暮らす人々は増加している、世界の７億 5,000万人の成人が読み書
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きができない（そのうち３分の２が女性）、2017年時点で世界人口の５人に
２人は自宅に石鹸と水を備えた基本的な洗面設備を持っておらず、６億 7,300
万人は屋外排泄を行っている、2018年の地球の平均気温は産業革命前の平
均気温を約１度上回る等々、非常に多くの課題が解決されていない。このよ
うな現状を受けて、近年の地球環境の悪化と人間の活動（科学の進歩）との
間の因果関係をどのように明らかにするかについて、様々な分野で検討され
ている25。この背景には、経済・環境・社会の各政策を別々に捉えて各自の
フォーラムで解決策を見出そうとしてきたことが一因として考えられるが、
現時点では、究極的に人類の存続が危機に晒されるほど地球環境は悪化して
いる。したがって、「持続可能な」開発が必要となり、経済・環境・社会の
各課題を包括的に扱い、総合的に解決していく必要に迫られている。ここに、
ガバナンスの方法として、持続可能な開発に統合アプローチが必要となる理
由がある。他方で、各分野の社会課題を「ルール」の観点から解決しようと
して生成されたのが、国際経済法、国際環境法、国際人道法といった法領域
である。課題を解決しようとした方向性は同じであっても、各領域でのアプ
ローチ（保護法益、プレーヤー、観点など）が異なるために、それぞれ独自
の発展を遂げ、国際法の断片化が問題になってきた。この国際法の断片化は、
最終的に国際法の普遍性が揺らぐ（法的安定性の欠如）という問題を引き起
こし、それを解決するために統合理論が生まれた背景がある。
　
　このように、「統合」は多義的な要素を含んでいることが分かる。この点
につきガバナンス研究の中で、地球課題を解決する方法論として、経済・環
境・社会課題を統合する「ネクサス」という手法が議論されるようになっ
た 26。また、このような課題を解決するためのプレーヤー（主体）の観点か
ら、「オーケストレーション論」が展開されている27。この点、国際法は、地
球課題を解決することももちろんだが、国際法の普遍性を維持することを
主眼として統合理論が展開されてきた（その目的が達成される結果として、
様々な課題が解決されるということになる）。したがって、「ネクサス」も
「オーケストレーション」も「国際法の統合理論」も究極的には地球課題の
解決を目指したものであるが、そのアプローチの仕方が、ガバナンスの方法
論、主体、ルールの各観点で異なっているものの、相互に補完関係にあると
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有機的に考えて議論する必要があると考えられる。その理由は、まさに「人
新世」及び「地球の限界」といった高次元で（地球規模で）共有できる概念
に、人類が現実のものとして直面しているからであり、学際間アプローチに
よる総合的な検討の必要に迫られているからである28。したがって、SDGs

はまさに経済・環境・社会の断片化された課題に向き合うための貴重な機会
を提供していると捉えることができるだろう29。
　
　「国際法の断片化」に関しては、国際条約等に基づく国際法秩序が専門領
域に応じて断片化・細分化されることによって、部分的に秩序を持ち独自に
自己完結的な性格を持った専門的な法制度が増加し、それによって国際法秩
序全体の普遍性が揺らぎ、法的安定性の欠如に繋がるなどの様々な問題を生
み出す現象として理解されてきた。各専門分野において、国際的な社会課題
に挑戦して、最適な解を求めようとしているにもかかわらず、結果として国
際法秩序全体の統一性を損なうという結果を導き出しているのである。この
ような問題に対して、断片化した国際法秩序を解釈や実務上の運用を通して
「統合」することで、断片化の問題を解消しようとする国際法の統合理論が
学説として登場した。特に、持続可能な発展に関しては、環境という専門的
な問題を追及する上で、非常に多くの環境条約が策定された経緯があり、そ
の一方で、開発を行う経済的なニーズとの整合性を図るという観点から、環
境と経済を統合するという考えによって生まれた経緯もある。この「持続可
能な開発」については、様々なところで論じられているが、SDGsは、この
統合に貢献しているのだろうか。つまり、SDGsは、国際法秩序全体の統一
性を損なうという断片化の問題点の解消にどのような役割を果たしているだ
ろうか。

（2）MDGs と国際法　
　SDGsを論ずる前に、前身でもあるMDGsに触れておく。この点について、
Hey論文によると30、MDGsそれ自体は断片化された国際制度の枠組み及び
国際法の諸問題を論じるものではないが、直面する問題に対して、より統合
化された政策及び法的アプローチを発展させるためのユニークな「機会」を
提供していると考察している。具体例として、世界銀行が他の国連専門機関



72 創価女子短期大学紀要　第52号

等と共に参加した会合が有用であり、具体的に国際法が統合アプローチに貢
献するために法が適用される「手続き」が重要であると説いている。すなわ
ち、MDGs自体は直接的に断片化を解決しないが、断片化を解消させるため
の各機関の相互対話のチャンスを提供する可能性があり、統合アプローチを
可能にする手続きが発展すると分析している。また、我が国では、MDGsを
「開発の国際法規範の深化」と評価する位田教授の論考がある31。すなわち、
従来の開発の国際法32では、先進国と途上国に関して、同じ活動への待遇の
差を設けようとしていた。それに対して、MDGsは、途上国自身が第一義的
発展義務を負いつつ、先進国を中心とする国際協力により推進するものであ
り、一方的な内容であり、従来の開発の国際法とは異なる規範枠組みである。
このように、MDGsを通して途上国に対する国際共同体の特別な協力を行う
ことが、「国際共同体の責任」という新たな理念として登場したとして評価
しているのである。

（3）SDGs と統合アプローチ
　それでは、MDGsを受け継いだ SDGsはどのようにして統合に貢献して
いるだろうか。SDGsは、外見的には、経済・環境・社会に関する各ゴール
を統合しているように見受けられるが、単に各ゴールを併記しているに過ぎ
ず、むしろ、国際法の断片化を反映しているに過ぎないようにも見受けられ
る。すなわち、各ターゲット間は相互に関連していることから、各ターゲッ
ト間で抵触が生じることもあり、本来想定してる方向とは異なった道に進む
可能性がある一方で、SDGsには規範の階層（ハイラーキー）が存在してい
ない。その上で、各ターゲット間の親和性を高めたり、トレードオフに関す
るメカニズムもない。実際にウィーン条約法条約の伝統的アプローチ（特別
法優先の原則や後法優位の原則）は、「目標策定（Goal-Setting）」によるガ
バナンスを採用している SDGsでは十分にカバーできないと考えられる。更
に、SDGsの個々の目標が達成されたとしても、必ずしも持続可能な開発総
体の望ましい結果が導き出されるとは限らない。また、SDGsは、多様な活
動に共通する目的をもった国際レジームになっておらず、統合的なゴールが
設定されていない。確かに前文には「地球：我々は、（略）地球を破壊から
守ることを決意する」と記されており、各ニーズの前提条件として健全な地
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球環境への認識が存在している。しかしながら、「どのようなニーズがどの
程度満たされるべきであるか」という点に関して、具体的な内容や強度が欠
けている。すなわち、「現在及び将来の世代の需要」や「破壊」の具体的内
容が不明確であることから、環境がどの程度、どのような方法で開発より優
先して保護されるべきかが不明確である。このように、SDGsが国際法の統
合に役立っているのかは懐疑的かもしれない。他方で、SDGsの根底にある
原理・原則から規範的な指針を与える可能性がある。そこで、具体的にどの
ような統合があり得るか分析するためにも、SDGsの具体的な内容について
考察する。
　
　例えば、SDGs13には「国連気候変動枠組条約が気候変動への世界的対応
について交渉を行う基本的な、国際的、政府間対話の場であると認識してい
る」と規定されている。また、パリ協定の交渉の場においても、UNFCCC
加盟国は SDGs13の記述について歓迎の意を示している33。SDGs13では、
UNFCCC中心主義が謳われており、UNFCCC事務局が SDGsの中で間接的
に機能することになる。その場合、SDGs13の付加価値が何なのかという疑
問が生じる。すなわち、気候変動に関連する断片化された世界は、結局のと
ころ UNFCCC中心で物事が進むことを確認しているだけであり、SDGsが
積極的に国際法の統合に役立っているのか疑問が残る。このような独自の
フォーラムの事務局と SDGsの各ゴールについて、「持続可能な開発に関す
るハイレベル政治フォーラム」との関係という別の視点があることに留意す
るべきである。
　
　また、SDGs14（海上）と SDGs15（陸上）には多数の国際協定のマン
デートが含まれている。SDGsを通して、SDGs独自の問題エリア内に各
国際協定を集合させることが期待される。すなわち、SDGs14においては、
UNCLOSに関連するクラスターを強化することになり、また SDGs15では
生物多様性に関するリエゾングループ（生物多様性条約、ラムサール条約、
移動性野生動物の保全に関する条約、国際植物防疫条約）の作業を強化する
ことが期待されうる。このようなクラスターやリエゾングループは、各レ
ジーム間の調整と統合を図る手段として評価されうるが、関連する国際協定
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の間での連携にとどまることから、協定間の権利義務の抵触や法の欠缺が生
じた際に実効的に対応できないなどの限界もある34。

（4）持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム　
　2013年の総会において、「持続可能な開発に関するハイレベル政治フォー
ラム（以下「HLPF」）」が設置された。HLPFは 2030アジェンダと SDGsの
フォローアップとレビューを行う主要なプラットフォームの役割を果たして
いる。具体的には、総会、経済社会理事会、その他関連機関などと協働して
作業を行うものであり、あらゆるレベルにおいて、横断的に経済・環境・社
会の全側面の統合を強化し、持続可能な開発の課題に取り組む。同フォー
ラムには、政治的指導者、国連、民間セクターなど「主要グループとその他
のステークホルダー（Major Groups and Other Stakeholders (MGoS)）」が参
加している。同フォーラムは、政府首脳レベルでは４年ごとに開催され、経
済社会理事会の主催の下で毎年開催されており、様々なテーマについてレ
ビューが行われている。このようなフォーラムは、各条約機関よりもハイレ
ベル（異なるレベル）で目標策定（Goal-Setting）を行うガバナンスが可能
になる。ここに SDGsが統合に対する一つの貢献を果たすべき役割が指摘さ
れうる。ただし、SDGs自体が既存の条約に由来していることから、独自の
ガバナンスを進めようとする各条約機関からは、HLPFによるハイレベルな
ガバナンスに対して反対することも予想される。しかしながら、SDGsはこ
れまでの国際法が成し遂げることができなかった、抜本的な統合に対して一
つの示唆及び深化を与える可能性がある。
　
　なお、SDGsは、ガバナンスの観点から「オーケストレーション」論が展
開されている。このオーケストレーションとは、ソフトなガバナンスを意味
し、具体的には集合的なパフォーマンスを向上させるために、異なる要素
のシステムを相互に調和してアレンジさせようと努力する際に用いられる35。
SDGsの文脈では、各国際条約に基づいた各国際機関（事務局等）が関連す
るが、この各国際機関は、当該条約の中ではオーケストレーターとしての役
割を果たす（SDGsには複数のオーケストレーターがいることになる）。他
方で、SDGsは、経済・環境・社会に関する国際的な課題を統合して設置さ
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れた国際目標であり、各国際機関よりもハイレベル（異なるレベル）でガバ
ナンスの役割を果たす組織があり、それが HLPFである。この HLPFが主な
国連のオーケストレーターであり、SDGsの文脈では「オーケストレーター
のオーケストレーター（An Orchestrator of Orchestrators）」としての役割を
果たすことが期待されている36。この HLPFは、断片化された国際法の中で
は、システムを統合するための役割が期待されており、ガバナンスにおける
議論が、国際法の断片化という文脈にも補完的に関連性を有していると評価
できる。

（5）SDGs 内の各分野の関連性　
　SDGsの中では、上述した事項以外でも、様々な目標・ターゲットが相互
に連関している。例えば、SDGs2は飢餓を終わらせることを目標にしてい
るが、その達成に向けたビジネスの方法次第では気候変動に関する SDGs13
に影響を与えることにもなる。同様に、ターゲット 8.1では、経済成長率に
ついて後発開発途上国は少なくとも年率７％の成長率を保つ旨記されている。
この経済成長率と CO2削減との関係は不明確である。すなわち、SDGs13の
「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講ずる」具体的内容と
の関係について、経済成長と気候変動の内容が抵触する可能性がある。また、
SDGs2では、飢餓を終わらせるために、例えば農家が農業生産性の向上の
ために灌漑システムを利用することができるようにする必要がある。他方で、
灌漑システムは河川、湖、地下水の消費が多いため淡水の過剰利用に繋がる
場合、SDGs6の水の持続可能な管理との関係に留意する必要があるだろう。
その他にも、SDGs13（気候変動）と SDGs14（海洋と沿岸部の生物多様性）
のように、優先度の等しい環境問題間の規範的な対立をいかに対処するかと
いう問題も潜在的にある37。更に、SDGs13・14・15は３つのカテゴリー（大
気・陸・海）に分かれているものの、地球のシステムはこのカテゴリーを横
断する。したがって、例えば、ターゲット 14.1は、「陸上活動からの海洋環
境の保護に関する世界行動計画（GPA）」38に関連しており、SDGs15とも連
関する。同様に、海洋酸性化への対処に関するターゲット 14.3は、SDGs13
（気候変動枠組条約に関する炭素循環）とも密接に関連する。
　



76 創価女子短期大学紀要　第52号

　近年、ガバナンスの観点から、「ネクサス」という概念が議論されている。
2030アジェンダにおいても「インターリンケージ（interlinkage）」という用
語が用いられており、持続可能な発展の文脈において、異なる分野のガバナ
ンスを統合するアプローチとして、近年議論が行われているところである39。
ネクサス・アプローチとは「分野や空間範囲を超えてマネジメントやガバナ
ンスを統合するアプローチ」であり、これらの間の「トレードオフを減らし、
相乗効果を生み出すアプローチ」である。SDGsの文脈では、各目標・ター
ゲットとの間で原因・結果の因果関係の構造を見出し、具体的な解決策を
図っていく。したがって、国際法学の観点だけでは見出せなかった統合（分
断化）の論点を洗い出す可能性を有している。

（6）小括
　SDGsは、統合アプローチを採用しているものの、国際法の断片化を直接
的に解決するものではない。他方で、MDGsと比較しても、断片化を解消
させるための各機関の相互対話のチャンスを提供する可能性は広がってお
り、HLPFがオーケストレーターの役割を果たすことで、更なる統合の可能
性が与えられている。経済・環境・社会に関する目標を統合するアプローチ
に基づいて策定された SDGsであり、多種多様な因果関係が内在している
ことから、例えばネクサス研究が深化することで、これまで以上に統合の論
点を提示する契機にもなりうる。そこで次に問題になるのは、ガバナンス及
びルールの両観点からも統合を根拠付ける高次元の理論が求められるという
点である。SDGsは、まさにこの点に対して一つの指針を提示していると考
えられる。それが「人新世（Anthropocene）」及び「地球の限界（Planetary 
Boundaries）」という概念である。以下では、SDGs及びこれらの概念と国
際法との関係を検討する。

4．人新世と地球の限界
（1）問題の所在　
　「持続可能な開発」は、社会的・経済的発展と環境保護が不可分であると
いう考えに基づいて、これらの統合を追求している40。開発と環境保護の関
係は、本問題の核心でもある。すなわち、持続可能な開発は、そもそも経
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済・環境の分断を前提とした「統合」から生まれた概念である。しかしな
がら、SDGsは、この核心に対する指針を与えていないように見受けられる
（例えば、食料安全保障と環境保全のバランスについて何ら指針を与えてい
ない）。
　
　「持続可能な開発」の概念のルーツは古いが、1987年の「環境と開発に関
する世界委員会（ブルントラント委員会）」報告書『われら共通の未来（Our 
Common Future）』において、「将来世代のニーズを満たす能力を損なうこ
となく、現在世代のニーズを満たすような開発」41と定義されて以来、持続
可能な開発という概念は国際社会において受け入れられるようになってきた。
その後、リオ宣言（1992年）42において国際社会が達成すべき目標として有
名になり、ILAニューデリー宣言（2002年）の冒頭 43で触れられるなど、非
常に大きな広がりをみせており、具体的には 300以上の条約に「持続可能な
開発」への言及があり、そのうち 112が多国間条約、約 30が普遍的参加を
意図された条約である。さらに重要なことに、200以上の言及が、条約の最
も重要な部分にあるとまで言われている44。
　
　「持続可能な開発」の国際法上の地位については議論が多いところである
が、「持続可能な開発」の概念自体が、国際裁判の結果に影響を及ぼしてい
ることも事実である。経済発展と環境保護の抵触に関して争われた国際司法
裁判所（以下「ICJ」）の最初のケースとして、ガブチコボ・ナジュマロシュ
計画事件が挙げられる。ここで「環境保護と経済発展を両立させる必要性」
について言及されている 45。この点に関して、Weeramantry判事は個別意見
の中で「持続可能な開発は単なる概念以上のものであり、規範的価値を有す
る原則である」、「持続可能な開発の原則は、不可避的な論理的必然性だけで
なく、国際社会に広範かつ一般的に受け入れられる受容性があるという理由
で、現代国際法の一部である」と言及するなど、「持続可能な開発」を国際
法上の原則として評価している46。その後、Iron Rhine事件（PCA判決）で
は、持続可能な開発を「環境保護と経済発展を両立させる義務」であり、一
般国際法の原則と判断している。特に、リオ宣言第４原則に言及して、環境
保護を開発に統合し「環境法と開発に関する法は、代替的ではなく、相互に
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補完する統合的な概念」、すなわち「開発が環境に重大な損害を与える場合、
そのような損害を防ぐ、又は少なくとも緩和する義務がある」と判断してい
る47。また、Pulp Mills事件では、「経済発展と環境保護とのバランス」が持
続可能な開発の本質であるとし、具体的に、ICJが「持続可能な開発の目的
と一致して、水の利用と河川の保護とのバランスをとる必要性」があるとし
ている48。ICJは同事件において持続可能な開発を一般原則と明示すること
はなかったが、Cançado Trindade判事は個別意見の中で「持続可能な開発
は国際環境法の一般原則となる」と強調している49。
　
　このように、「持続可能な開発」の国際法上の地位については議論がある
ものの、持続可能な開発の概念については、国際裁判の結果に影響を及ぼす
ほど、国際法の一般原則として理解されていることが分かる。すなわち、そ
の法的地位にかかわらず、「事実上の何らかの影響力」を有しており、条約
策定から独立した事実上の原則になりつつある。それでは、「開発のニーズ」
と「環境保護」の統合をどのように考えていけばよいのだろうか。前述した
Weeramantry判事の個別意見によると、持続可能な開発は、「開発の権利」
と「環境保護の権利」を国際法上同等の権利として認めている。その上で、
開発の権利は絶対的ではなく、常に環境による許容度に関連している。すな
わち、開発は環境を破壊してまで追求することができないものであり、開発
は環境保護の「合理的な要求（reasonable demands）」と調和してのみ追求
することができるものである50。この点につき、Weeramantry判事が指摘す
る「環境保護の合理的な要求」の具体的な内容に対して、SDGsは何らかの
示唆を与えることができるだろうか。

（2）人新世と国際法と SDGs　
　SDGsが成立した歴史的な背景を考えると、「人新世（Anthropocene）」及
び「地球の限界（Planetary Boundaries）」との関係を無視することはできな
い。国連（『世界人口推計 2019版：要旨』）によると、2050年に地球の人口
は 97億人に達すると推定されている。また、世界気象機関（WMO）によ
ると、2014年～ 2019年の世界の平均気温は産業革命以前と比較して 1.1℃
上昇しているという統計がとれている。その他にも、地球上の絶滅危惧種の
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増加、世界の富の不均等な分配など、地球の持続可能性が危ぶまれている。
SDGsは、まさにこのような危機の中で、経済・環境・社会の３つの側面に
ついて、国連加盟国 193ヵ国で設置された目標である。
　
　「人新世」とは、ノーベル化学賞受賞者のパウエル・クルッツェン氏によっ
て考案された新しい時代区分であり、人類が地球の生態系や気候に大きな影
響を及ぼす時代のことを指す。具体的には、産業革命後の約 200年間に人類
がもたらした森林破壊や気候変動の影響を考慮して、既に地質学上の「完新
世」は人類中心の「人新世」になっていると説明されている。このため、ど
のようにして、地球を「完新世」に戻すのかという問題意識より、スウェー
デンの科学者達から「地球の限界」という概念が提唱された。この地球の限
界の範囲内であれば、人類は発展を継続することができるが、その境界値を
超えると取り返しのつかない事態になる可能性がある。この境界は９つの
領域（気候変動、海洋の酸性化、成層圏のオゾン層破壊、窒素とリンの循環、
世界的な淡水利用、土地利用の変化、生物多様性の損失、大気エアロゾルの
付加、化学物質による汚染）によって成り立っており、その中で既に４つの
領域（気候変動、土地利用の変化、窒素とリンの循環、生物多様性の損失）
は境界を越えていると報告されている。
　
　この時代の変遷に対して、国際法はどのような役割を果たしてきたのだ
ろうか。1948年に発効した関税及び貿易に関する一般協定（GATT）、1995
年に設立された世界貿易機関（WTO）をはじめ、二国間投資協定、自由
貿易協定（FTA）、経済連携協定（EPA）など混沌たる広がりをみせてき
た自由貿易システムは、国際経済法によって支えられ、20世紀後半にお
ける人間活動の爆発的な増大、「グレート・アクセラレーション（Great 
Acceleration）」にも寄与してきた。その他にも、WTOにおいて環境物品協
定交渉が行われ、世界銀行は新たな環境・社会フレームワークを策定、国際
通貨基金（IMF）は気候変動（パリ協定の約束達成）に向けた現実的な取り
組みを行うなど、貿易の側面から環境・社会への取り組みを行ってきた。し
かしながら、確かに一連の過程の中で、環境や社会的な関心が自由貿易の中
にも組み込まれつつあるが、その成果は一部であると言わざるを得ない。ま
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た、人権に関しては、国際経済法や多国間環境条約における貿易ベースのメ
カニズムと比較しても、断片化された方法で持続可能な開発への貢献は非常
に弱かったと言わざるを得ない。実際に、WTO、世界銀行及び IMFのよう
な国際機関は、国際人権法や国際環境法を適用せずに、独自の内部ルールを
用いてきた。このように、国際人権法や国際環境法は必ずしも国際経済法の
中に統合されているとは言えない現状があった。
　
　このように、「人新世」や「地球の限界」と言われる概念が登場した背景
の一つに、国際法がそれを食い止める役割を十分に果たしてきたとは言い
難い事実がある。人新世という概念は、人類が地球のシステムの一部であ
るということを示している。仮に、国際法の断片化が人新世の到来を止める
ことができなかった原因の一つであるとしたら、断片化を克服する方法を再
検討する必要がある。その際に、SDGsを単に批判的に検討するだけではな
く、SDGsの国際法上の位置づけを再度認識した上で、ポスト 2030に向けて、
国際法システムを人新世という観点から再検討する必要があろう51。確かに、
既存の国際法体系（「国家」対「国家」の規律）からすると、人間を中心と
した理論的な再構成が求められることになり、非常に大きな挑戦を意味する
ことになるかもしれないが、地球の限界が科学的データに裏打ちされている
現実であることを踏まえると、その現実に即した新たな視座が必要になって
くるのではないだろうか 52 53。
　
　こうして、持続可能な開発を達成する上で、重要なポイントとなる開発と
環境保護の統合は、環境保護の合理的な要求と開発との調和に基づいて、そ
して更に「地球の限界」という新たな概念によって支えられる必要があると
考える。2030アジェンダ及び SDGsは、人類のために安全動作領域の中で
のみ達成することができるのであり、Weeramantry判事が指摘した「環境保
護の合理的な要求」とは、人新世及び地球の限界によって支えられた人間中
心主義という新たなニーズに基づくことが一つの解答として考えられ、それ
に伴って、環境保護と開発との統合を新たに理論的に再構築していく必要が
求められる。
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5．結語
　国際社会の課題（経済、環境、社会）が相互に複雑化している昨今、国際
法はいわゆる国家間合意に基づく条約（ハードロー）及び法的確信と国家慣
行に基づく国際慣習法だけでは対応できなくなってきている。そこに柔軟性
をもったソフトローが一定の役割を果たしているのは事実である。他方で、
ソフトローの増大は、国際法の脆弱化を引き起こす危険も備わっている。ま
た、経済、環境、社会的な課題を独自のフォーラムで解決を図ろうとした結
果、国際法が断片化してきた経緯もある。これも、国際的な課題が複雑化し
てきた背景があり、それに対応しようとした国際的な各フォーラムの努力が
もたらしたものでもある。国際法の断片化は、ひいては国際法の普遍性を弱
め、法的安定性の欠如を引き起こす可能性もある。
　
　しかしながら、国際法は何のために存在するのかという究極の目的を考え
ると、国際法を強化し普遍性を高めることは手段であって、主たる目的では
ない。すなわち、国際法は国際秩序を維持し、紛争を解決し、究極的にはよ
り良い地球を守っていくという非常にシンプルな目的があり、その目的を
達成するために、国際法は脆弱化せずに普遍性を保ちつつ法的安定性を維持
していく必要がある。したがって、その究極の目的をどこに置くかという命
題を再考する上でも、SDGsは非常に重要な契機を与えている54。そこでは、
「人新世」及び「地球の限界」といった地球規模で検討していかなければな
らない合理的なニーズが現実に存在している55。この合理的なニーズ（すな
わち、地球の限界）に基づいて、人間中心とした世界観を打ち出していかな
ければならない時代になっている（むしろ、そのような時代に既になってい
た）ことを認識する必要があるだろう56。その意味で、SDGsと国際法の関
係について再検討し、持続可能な開発に対して、国際関係論・国際政治学・
国際法学などといった学際間アプローチや新しい視点での検討が今後益々必
要な課題になるのではないだろうか 57。本稿では、そのきっかけを提示した
に過ぎないが、ポスト 2030に向けて、経済、環境、社会的課題の断片化を
克服し、統合に向けた新たな理論の再構築に繋がることを期待したい 58 59。
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